多治見市
避難所開設・運営の手引き
≪地震災害時等長期避難用≫
令和５年２月
多治見市
多治見市指定避難所・指定緊急避難場所一覧
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養正小学校 〇 〇 〇 市之倉小学校 〇 〇 〇

多治見中学校 〇 〇 〇 市之倉児童センター 〇 〇

市役所本庁舎 〇 〇 市之倉公民館 〇

坂上児童館 〇 〇 滝呂小学校 〇 〇 〇

双葉保育園 〇 滝呂平成クラブ 〇 〇

星ケ台保育園 〇 〇 〇 滝呂区民会館 〇

養正小学校附属幼稚園 〇 〇 サンホーム滝呂 〇

多治見高等学校 〇 〇 南姫小学校 〇 〇 〇

多治見工業高等学校 〇 〇 南姫財産区事務所 〇 〇

養正公民館 〇 〇 ふれあいセンター姫 〇 〇

ヤマカまなびパーク（学習館）

〇 〇 〇 南姫中学校 〇 〇

バロー文化ホール（文化会館）

〇 〇 〇 南姫公民館 〇

精華小学校 〇 〇 〇 根本小学校 〇 〇 〇

精華交流センター 〇 〇 根本交流センター 〇 〇 〇

精華小学校附属愛児幼稚園 〇 〇 旭ケ丘保育園 〇 〇 〇

陶都中学校 〇 〇 北栄小学校 〇 〇 〇

多治見北高等学校 〇 〇 北陵中学校 〇 〇 〇

とうしん学びの丘エール 〇 〇 〇 明和幼稚園 〇 〇

西坂町第一集会所 〇 旭ケ丘公民館 〇 〇

共栄小学校 〇 〇 〇 旭ケ丘児童センター 〇 〇

小名田公会堂 〇 〇 〇 たじみ陶生苑 〇 〇

共栄保育園 〇 〇 脇之島小学校 〇 〇 〇

共栄児童館 〇 〇 脇之島公民館 〇 〇

産業文化センター 〇 〇 〇 脇之島児童センター 〇 〇

感謝と挑戦のTYK体育館（総合体育館）

〇 〇 〇 笠原中学校 〇 〇 〇

南ケ丘中学校 〇 〇 〇 笠原中央公民館 〇 〇 〇

平和中学校 〇 〇 〇 かさはら福祉センター 〇 〇 〇

昭和小学校 〇 〇 笠原保育園 〇 〇

京町公民館 〇 笠原児童館 〇 〇

大畑町公民館 〇 発達支援センターひまわり 〇 〇

小泉小学校 〇 〇 〇 笠原小学校 〇 〇

小泉中学校 〇 〇 〇 笠原小学校附属幼稚園 〇

小泉保育園 〇 〇 音羽区公民館 〇

小泉公民館 〇 〇 栄区公民館 〇

多治見西高等学校 〇 〇 上原区公民館 〇

小泉交流センター 〇 〇 〇 向島区公民館 〇

池田保育園 〇 〇 〇 神戸区公民館 〇

池田小学校 〇 〇 〇 富士区公民館 〇

池田町屋公民館 〇 〇 〇 釜区公民館 〇

地球村 〇 〇 〇 平園区公民館 〇

総合福祉センター 〇 〇 〇 梅平団地集会場 〇

北野保育園 〇 〇

※市では、避難情報（高齢者等避難、避難指示等）を発令する際、開設する避難所も合わせて発表しておりますので、ご確認の上、避難してください。
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福祉避難所一覧（協定締結施設）
[image: image2.emf]№ 施設名 所在地 種別 № 施設名 所在地 種別

1介護老人保健施設　アルマ・マータ 小名田町西ヶ洞71-1 高齢 25第一陶技学園 姫町2-2 障害

2特別養護老人ホーム　エバーグリーン 小名田町西ヶ洞1-325 高齢 26第二陶技学園 姫町2-2 障害

3特別養護老人ホーム　ビアンカ 上山町1-97-2 高齢 27優が丘 旭ケ丘7-16-71 障害

4ケアハウス　ビアンカ 上山町1-97-2 高齢 28なごみの杜かさはら 笠原町2215-1 障害

5

アイランドジー・アイ小泉ショートステイ

小泉町4-231 高齢 29はだし工房共同作業所 笠原町1647-788 障害

6総合老人福祉施設　ベルツリー 脇之島町3-16-1 高齢 30けやき 平和町6-364 障害

7介護老人保健施設　メモリアル光陽 大畑町大洞39-1 高齢 31第2けやき 平和町5-28 障害

8ジョイフル多治見 音羽町1-35-1 高齢 32第3けやき 平和町7-23 障害

9たじみ陶生苑 小名田町小滝5-411 高齢 33けやきカレッジ 根本町3-90 障害

10かさはら陶生苑 笠原町2854-1 高齢 34サポートセンターＵライフ 平井町4-73 障害

11グループホーム　住ま居る 笠原町2455-42 高齢 35デイサービス　そふと 滝呂町14-7 高齢

12グループホーム　シュアー 東栄町1-35-1 高齢 36デイサービス　宝 宝町9-13 高齢

13グループホーム　「我家我家」 小泉町4-228 高齢 37

やさしい時間ぎんざデイサービスセンター

新町2-33 高齢

14グループホーム　花トピア姫 大針町塩井戸672-2 高齢 38さいわいデイサービスセンター 幸町7-28-1 高齢

15

地域密着型特別養護老人ホーム浩養園・ショートステイ浩養園

京町6-13-2 高齢 39みんなの手デイサービスセンター 金岡町2-34-2 高齢

16グループホーム　市之倉ひまわり 市之倉町13-83-353 高齢 40

茶話本舗デイサービスセンター　池田亭

池田町1-56-5 高齢

17市之倉ひまわり小規模多機能事業所 市之倉町13-83-353 高齢 41デイサービスセンター　幸寿 赤坂町6-2-23 高齢

18ニチイケアセンター　太平町 太平町1-70-1 高齢 42おあしすデイサービス　大畑 大畑町6-78 高齢

19グループホーム　さくらの杜 上町4-46-7 高齢 43おあしすデイサービス　虎渓山 虎渓山町3-117-3 高齢

20小規模多機能ホーム　さくらの杜 上町4-46-1 高齢 44おあしすデイサービス　明和 明和町2-41-1 高齢

21グループホーム　円 小名田町3-89 高齢 45幸クリニック 幸町7-28-14 高齢

22グループホーム　ホープ 希望ケ丘2-1 高齢 46爽ケア　リハビリセンター小泉 小泉町3-24 高齢

23小規模多機能ホーム陶都 小名田町2-177-1 高齢 47爽ケア　健康リハビリオリベ 京町2-185 高齢

24愛の家グループホーム多治見 旭ケ丘7-9—12 高齢
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１－１　手引きの目的

　　南海トラフ地震が30年以内に起きる確率は70％～８０％と言われています。これまで経験したことのない大きな地震がいつ襲ってくるかわかりません。いざという時に少しでも落ち着いて行動できるよう、準備をしておくことはとても大切です。

大規模地震が起きた場合、ライフラインの寸断や家屋の倒壊などにより、避難所での生活を余儀なくされる可能性もあります。また、大規模災害発生時には、市職員は各種の災害対応業務等に追われ、避難所の運営に関わることが困難になることが想定されます。こうしたことから、市職員や学校・公民館等の施設管理者のみでなく、自治会や自主防災組織を中心とする自主的な避難所運営が重要となります。阪神・淡路大震災では、避難者による組織が避難所運営の中心となって１日も早く自立することを目標としてきた地域では、復興が早い傾向がみられたといいます。 
この手引きは、自治会、自主防災組織、市職員、学校教員、施設管理者等、避難所業務に従事する者が一体となり迅速かつ円滑に避難所運営を行うため、どのように避難所を開設するのか、また、どのように運営していくのかについて、基本的事項をまとめたものです。あくまで一般的な例を示していますので、お住まいの地域の避難所運営について話し合うための基礎資料としてご活用ください。
なお、この手引きは、大規模地震による避難所開設・運営を想定したもので、台風等の風水害やその他の災害時において避難所を開設する場合は、本手引きを準用し、災害の特性に応じた避難所開設および運営に活用するものとします。
１－２　避難所について
（１）避難所の種類
	指定避難所
	災害発生時に市民や滞在者を避難のため必要な間滞在させ、又は災害により住家の損壊やライフライン機能低下の被害を受けた被災者の生活の安全を確保し、生活再建に向けた支援を行うことを目的として開設する施設。

	福祉避難所
	要介護高齢者や障害者等の特別な支援を必要とする方について、指定避難所での避難生活が困難であると認められる場合に、市と福祉施設等との協定に基づき開設される避難施設。


このほか、災害発生時の一時的な緊急避難先として「指定緊急避難場所」があります。
指定避難所と指定緊急避難場所は、災害の種別（風水害・地震）ごとに指定しています。
多治見市ホームページ　http://www.city.tajimi.lg.jp/でご確認ください。
　（２）避難所運営の関係者と役割
　　　　避難所は、自治会や自主防災組織を中心とし、避難者が主体となって運営します。また、避難者以外の地域住民やボランティア等の協力も必要となるため、それぞれの役割を明確化しておくことが重要です。
なお、避難生活が長期化する場合には、避難所の自主運営のため、多様な立場の代表者の参画による避難所運営組織の立ち上げが必要です。
	
	関　係　者
	役　　割

	地域住民
	自治会・

自主防災組織
	避難者とともに避難所運営組織を編成し、避難所の運営の中心的役割を担います。

	
	避難者
	市職員や施設管理者と協力し避難所を開設します。
避難所の運営では、運営組織に参画するとともに、その指示に従い、与えられた役割を担当します。

	施設管理者
	学校長・教職員、
公民館長・施設職員等
	災害発生直後は施設利用者の安全確保措置を行います。施設が被害を受けた場合は早期復旧に取組みます。
市職員や市民と協力して避難所を開設し、避難所運営を支援します。

	市 職 員
	市災害対策本部
	避難所の開設を指示し、運営管理を行います。
避難所への支援物資の支給、人的支援、インフラの復旧、仮設住宅の建設・供与など、総合的な避難者支援を行います。

	
	避難所派遣市職員
	施設管理者とともに避難所を開設します。

地域住民による避難所運営をサポートし、市災害対策本部との連絡調整を行います。


　（３）対象となる避難者
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　　　　観光やビジネスによる外来者や公共交通機関等の支障により帰宅が困難な方な
どの一時滞在者
１－３　発災から避難所運営までのながれ
発災直後は、避難者・施設管理者・市職員が協力して、避難所を開設します。避難所の運営は、自主防災組織を中心とした地域の住民が主体となります。
	避難者
	自治会

自主防災組織
	各指定避難所
施設管理者
	災害対策本部

（市職員）

	
	
	
	

	
	
	
	


※多治見市では、震度５強以上の地震が起きた場合や南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたときは、全職員が参集することとなっています。

２－１　避難所の周知・確認
　自宅等が被災し避難生活を送る場合に備え、あらかじめ指定避難所の場所を確認しておきましょう。また、避難所の鍵の保管者を確認しておきましょう。
	指定避難所
	

	No.
	鍵の保管場所
	鍵の保管者

	
	
	役職
	氏名
	電話番号

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	


２－２　避難所の設備・備蓄
　地域の防災訓練などの機会を活用して、防災倉庫の備蓄資機材や施設の設備等をあらかじめ確認しておきましょう。
■防災倉庫の場所と鍵

	防災倉庫の場所
	

	防災倉庫
鍵の保管者
	①多治見市役所企画防災課　　　　④消防分団長
②　　　　　　地区事務所　　　　⑤　　　　　　　　小学校
③　　　　　　　　区区長


■防災倉庫の備蓄資機材（標準モデル）

	移動式炊飯器２台、発電機２基、投光器２基、リヤカー３台、コードリール２個、担架４本、ラジオ10台、三角巾200枚、アルミブランケット150枚、敷マット50枚、非常食1500食、パルプ食器1500枚、炊出袋2000袋、ガソリン携行缶２基、凝固衛生袋８箱　　　　　　　　　　　※分団車庫併設の倉庫は、上記に加え救助用資機材を配備。


上記のほか、感染症対策用品、生理用品、成人用おむつ、乳児用液体ミルクなどの備蓄が望ましい。
■施設の設備
	生活用水、常設トイレ、マンホールトイレ、バリアフリー、Wi-Fiなど


２－３　避難所運営マニュアルの作成

　避難所の円滑な運営のためには、それぞれの地域において避難所ごとの避難所運営マニュアルを作成しておくことをお勧めします。
　作成したマニュアルを、市、施設管理者（学校関係者）、地域住民で共有し、避難所運営訓練を実施する際に活用し、実効性を確認しておくことが望まれます。

２－４　避難所開設・運営訓練の実施

　災害時に速やかに避難所を開設し、運営が行われるように、日頃から実践的な避難所運営訓練を実施することも大切です。訓練は、想定される様々な条件への対処を行う図上訓練と、実際に開設する施設を利用しての実働訓練があります。

２－５　避難所レイアウトイメージ図

次ページを参考に、自分たちで避難所のレイアウトを考えてみましょう。
　　 レイアウト図を作ってみて思いついたこと、確認したいこと等を話し合っておきましょう。
≪ポイント≫　
一人当たりの占有面積の基準
　　　　　[image: image3.emf]

居住スペース3. 5 ㎡＋車いすで通行可能な通路（幅1.3ｍ）＝５.８㎡
ただし、施設仕様や感染症対策資機材配置、一時的な避難での使用など、状況　に応じて柔軟に対応することが求められます。




基本方針１

被災された方が生活再建を始めるための地域の支援活動拠点として機能することを目指します。
· 災害発生直後は、生命の安全確保と安全な避難場所の提供を行います。

· 家屋の被害やライフラインの途絶により、自宅に居ながらも生活が困難な方も避難所で必要な支援を受けることができます。
· 避難所で提供する生活支援の主な内容は、次の４つです。

1 生活場所の提供
2 個人備蓄では不足する水、食糧、物資の提供
3 トイレ等の衛生的環境の提供
4 生活情報、生活再建情報の提供

基本方針２
自治会や自主防災組織を中心とした避難者による「自主運営」が基本
です。
· 避難所内では、避難者が自主的に避難所を運営するため、自主防災組織、区長や町内会長、避難者の代表、市職員、施設管理者等で構成する運営組織を設置し、運営に関わる事項を協議しながら決定します。
· 避難所では、避難者がお互いの負担をできるだけ軽減し、少しでも過ごしやすくするため「避難所共通ルール」を作成し、順守します。（資料１）
· 避難所の運営が特定の人々に過度な負担とならないように、できるだけ交替や当番制で対応しましょう。（屋外で避難されている方や、自宅に居ながら避難所での支援を受ける方も対象となります。）

基本方針３
要配慮者に配慮をした避難所運営をします。
· 避難者への生活支援は公平が原則ですが、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人等特別なニーズを必要とする方に対しては配慮が必要です。
· 避難所では、多様な意見を反映し、一人ひとりが思いやりを持って運営します。
基本方針４

プライバシーの確保に努めるとともに、生活環境の向上に努めます。

· 避難者名簿等の個人情報の管理を徹底します。
基本方針５

ペットは、避難所の屋外(駐輪場等)で飼育し、飼い主が管理責任を持ちます。
· ペットの同行避難は、飼育場所の確保が可能な避難所において、避難所運営組織の決定に基づき、同行を認めます。

· 飼い主自身が責任をもって管理するよう徹底します。
· アレルギーや感染症予防のため、避難者が生活する場所とは別の屋外に飼育場所を確保します。
· 飼い主は、ペットに関する届出を行ない、運営組織はペットの情報を把握し、ペット飼育者台帳を作成します。（様式３）

· 飼育場所の清掃は、避難所運営組織の指導のもと、飼い主間で当番を決めて、交代で行うようにします。
· ペットの餌、クレート（キャリーバッグ）、ケージ、リード等は、飼い主が用意します。

基本方針６
観光客等の外来者や帰宅困難者にも避難所を提供します。
· 観光客等の外来者や帰宅困難者にも避難所を提供します。

· 帰宅困難者名簿を作成します。様式は、避難者カードの様式（様式２）を使用します。

· 市は帰宅困難者ができるだけ早く帰宅できるよう、情報収集を行い、提供します。


　　避難所では、年齢、性別、国籍等様々な人が共同で生活することになります。お互いにそれぞれの事情を理解し合い、配慮をし、気持ちよく生活できるよう努めましょう。
４－１　女性への配慮

女性への暴力や性犯罪の防止、精神的ストレスの緩和等の観点から、様々な配慮が必要です。以下のチェックリストを参考に、女性の意見を取り入れながら避難所を運営しましょう。女性への配慮項目は次のようなものが考えられます。
	✔
	項　目

	
	男女別のトイレの設置
女性用トイレを多めに設置（男：女=１：３）

	
	夜間も照明をつけ、防犯ブザーを設置するなど防犯対策を実施する。

	
	女性専用物干し場の設置

	
	共用スペースとは別にする。

	
	男女別更衣室の設置

	
	女性専用休養スペースの設置

	
	乳幼児連れ、単身女性、女性のみの世帯専用のエリアの設定

	
	女性特有の物資（衣料、生理用品、薬等）の女性による要望聴取や配布

	
	女性専用の相談窓口を設置

	
	女性専用スペースは昼夜を問わず安心して利用できる場所を選択

	
	夜間は照明をつけるなど工夫をします。

	
	避難所運営組織、各活動担当への女性の登用


４－２　要配慮者への配慮
　要配慮者とは、高齢者・障がい者・妊産婦・子ども・外国人など、避難所での生活

に特別な配慮が必要と考えられる方のことです。以下のチェックリストを参考に、要

配慮者への配慮をしたスペース設定、避難所運営をしましょう。
■スペースの設定の配慮

	✔
	項　目

	要配慮者の居住スペースの指定

	P５～７【避難所レイアウトイメージ図】を参考にしてください。

	
	高齢者や身体障がい者（のいる世帯）の避難スペースは、人の目が届きやすく、壁や出入り口、トイレ、掲示板等の近くに配置する。

	
	「福祉避難スペース」の設置。（障がいのある方とその家族、また妊産婦や乳幼児のいる家族等、一般の避難所では生活が難しい方が安心して過ごせるよう、一般の避難スペースとは別室に家族で避難できるスペースを設ける。）

	
	避難所の規模等により「福祉避難スペース」の設置が難しい場合は、避難者の不安解消やトラブル防止のため、同じ環境の家族が近くになるようにし、周囲からストレスを受けにくい場所に配置する。

	
	介護が必要な方でおむつ交換が必要な場合など、ついたてなどでプライバシーを保護する。

	授乳室の確保

	
	女性更衣室等の中で、さらについたてでプライバシーを保護するなど、安心して授乳ができる場所を確保する。

	通路の確保

	
	車いすが通れるように通路を確保する。（幅1.3ｍ）

	
	視覚障がい者や高齢者が壁伝いにトイレ等へ移動できるように、一部壁際を通路とする。

	
	通路など共有スペースに歩行の妨げになる物を置かないようにする。

	トイレの確保

	
	仮設トイレがバリアフリー化されておらず、高齢者・障がい者等の利用が難しい場合は、要配慮者専用トイレとして、既設の洋式トイレを活用した携帯トイレの使用等を検討する。

	
	トイレの介助が必要で家族が付き添われる方やセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の方が利用しやすいよう、性別に関わらず使用できるトイレを設置する。


■避難生活における配慮
	✔
	項　目

	聴覚障がいのある方への配慮

	
	音声や放送によるお知らせは、メモや携帯電話のメール画面、身振りなどで伝える。

	
	全ての方が手話を使えるわけではないことを認識し、相手の口の動きで言葉を読み取る方に話をするときは、相手に自分の口が見えるよう、はっきり、ゆっくり話す。

	
	要望を聞き取るときは、紙に書いていただくなど筆談を活用する。

	視覚障がいのある方への配慮

	
	掲示板などによるお知らせは読んで知らせる。

	
	移動の際に介助をする場合は、肘、肩、または手首を軽く握ってもらい、誘導する人が半歩先を歩く。階段や段差の手前では「上りです」「下りです」と声をかける。

	知的障がいのある方、発達障がい(自閉症など)の方への配慮

	
	会話をするときは抽象的な言葉を使わず、できるだけ具体的に「ゆっくり」「ていねいに」「繰り返し」説明をする。強い口調で声をかけないように、穏やかな口調で声をかける。

	内臓機能に障がいのある方への配慮

	
	外見からはわかりにくいため、どんな配慮が必要か十分聞き取り、状況を把握し、医療上の手当てや器具の消毒、補装具交換などができるようプライバシーに配慮した空間を確保する。

	乳幼児・妊産婦への配慮

	
	赤ちゃんのミルクのための温かいお湯や、授乳・オムツ替えのための清潔な空間を確保する。

	外国人への配慮

	
	放送によるお知らせは簡単な絵や身振りで伝える。

	
	避難所内で外国語が話せる人に通訳や翻訳を依頼する。いない場合は、市災害対策本部へ連絡し、通訳派遣を依頼する。

	
	掲示板の張り紙はなるべく「やさしい日本語」で、可能であれば多言語で書いたり、誰でもわかるよう絵や記号を描くようにする。

	高齢者等への配慮

	
	支給するおにぎりやパンが食べられない方のために、やわらかい食事を準備する。

	
	長時間立ったままで配布を待つことが難しい方にも平等に食料・物資が行き渡るように、避難者同士の助け合いによる配布方法を検討する。


■市災害対策本部が行うこと
	✔
	項　目

	高齢者、障がい者への対応

	
	保健師を派遣し、健康状態等の確認を行い、健康管理に努める。

	
	一般の避難所では、健康の維持、確保が困難な要素が多い高齢者、障がいがある方、人工透析等が必要な方、慢性疾患等治療の継続が必要な方等について、早期に医師の管理下または福祉避難所への移送を検討する。

	妊産婦への対応

	
	妊産婦が安定した状態で避難生活が送れるよう、医師・医療の確保に努める。

	
	落ち着いて過ごせる「福祉避難スペース」に案内する。妊産婦の状態によっては、医療機関への避難を考慮する。

	子どもへの対応

	
	災害により保護者を失った災害孤児、一時的に保護者と離れ離れになっている子ども、乳幼児に対しては、保健師等を派遣してメンタルケアを実施する。

	外国人への対応

	
	防災情報の多言語配信や通訳ボランティアの派遣を実施する。


４－３　感染症への配慮
	✔
	項　目

	
	インフルエンザ等感染症の感染拡大防止や生活環境のアレルギー等への対策として、換気や掃除等を行うなど、健康管理に考慮する。

	
	感染症の疑いが生じた場合は、別室で対応を行う。専用のトイレを確保する。


　　避難所では多くの人が集団生活を送るため、ひとたび感染症が発生すると、感染が拡大する恐れがあります。以下のチェックリスト及び資料５を参考に感染者の居住スペース等に配慮しましょう。
感染症対策についての留意点は、「多治見市避難所開設･運営の手引き「新型コロナウイルス感染症対策編」（令和４年７月）」を参考としてください。
４－４　ペットの同行避難について
　ペットの飼い主は、他の避難者への配慮を行いながら、責任を持ってペットの管理を徹底しましょう。ペットの同行避難については、以下のチェックリストを参考に他の避難者に配慮しましょう。
	✔
	項　目

	
	避難者が生活する場所とは別の屋外に飼育場所を確保する。（アレルギーや感染症予防のため）

	
	避難所運営組織はペット飼育ルールを作成し、飼育者はそれを順守する。(資料８)

	
	飼い主は、ペットに関する届出を行い、運営組織は、ペットの情報を把握し、ペット飼育者台帳を作成する。(様式３)

	
	飼育場所の清掃は避難所運営組織の指導のもと、飼い主間で当番を決めて交代で行う。

	
	ペットの餌、クレート、ケージ、リード等は、飼い主が用意する。

	
	ペットのクレート（キャリーバッグ）、ケージ等にはケージ札(資料９)を貼り、飼い主を明記する。



避難所の開設準備は、市職員や施設管理者だけでは対応できないことが想定されます。避難所運営組織が編成される前であっても、避難所をより早く開設できるよう、自治会役員や自主防災組織の方々は、積極的に協力するとともに、避難者の方々に協力を呼び掛けてください。
≪避難所開設～避難所運営組織による運営の流れ≫





５－１　避難所開設　
１　避難所開設の検討　※市の災害対策本部が行います。
市災害対策本部は、以下の場合に指定避難所を開設します。避難所を開設する施設を決定し、施設の管理者に連絡するとともに、市職員を現地に派遣します。

1 自宅の倒壊等により生活が困難な避難者がいる場合
2 その他、市災害対策本部が必要と判断した場合
２　施設の安全確認　※派遣された市の職員と施設管理者が行います。
	施設の安全確認
	「避難所安全チェックシート（様式１）」を使用して、2名で建物の安全確認を行います。確認の結果、「危険」または「要注意」となった場合、また、危険度の判定が難しい場合は、市災害対策本部へ連絡します。

	危険物の除去、危険箇所の表示
	施設の安全が確認できたら、施設の敷地やその周辺を確認し、危険物等の除去、危険箇所の表示等を行ってから、避難所の開設作業を進めます。


３　準備のための開錠　※派遣された市の職員と施設管理者が行います。
避難所は、避難所派遣市職員又は施設管理者、鍵所有者、警備職員等（夜間や施設が閉館の場合等）が 施設（学校等指定されている施設）を開錠します。鍵所有者等が被災するなどし、鍵を入手することができない場合に備え、事前に鍵の所有者を確認します。

※この段階では避難者は絶対に施設内に立ち入らないでください。
４　避難所開設の広報・自治会等への連絡　※市災害対策本部が行います。
指定避難所が開設する場合の情報は、以下の方法で入手できます。


５　避難者の誘導　※自治会・自主防災組織が行います。

	傷病者の救護・避難誘導
	自主防災隊の救助班が中心となり、傷病者の手当を行ないます。自主防災隊の避難誘導班は、避難者を安全な場所に誘導します。

	避難者の誘導
	自主防災隊の避難誘導班は、屋外等に避難者を一時的に避難誘導し、その場での待機を指示します。施設管理者又は市からの派遣職員に避難所の安全確認が取れるまで、施設内には絶対に立ち入らないようにしましょう。


６　避難所の区域設定　
※施設管理者・市職員・自治会・自主防災組織が協力して行います。
	立ち入り禁止区域の設定
	施設管理者と協議し、避難者立ち入り禁止区域を設定します。避難所の運営を協議するための部屋、個人情報を保管する部屋は、避難者の立ち入りは原則禁止とします。その他、施設管理者の許可のない部屋は使用できません。(例：校長室、職員室、事務室等個人情報が含まれると思われる部屋、学校の一般教室)

	避難所区域の指定
	屋外での避難者、車中避難者も考慮し、敷地全体を当該避難所の区域とします。

	避難者スペースの設定
	高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者などの要配慮者は、施設管理者と協議の上、その状況等を配慮した場所を確保します。（P.10～P.12の配慮事項を参考にします。）


７　設備・物資等の確認　

※施設管理者・市職員・自治会・自主防災組織で協力して行います。
	備蓄物資の確認

	敷地内に防災倉庫がある場合は、開錠し備蓄物資を確認します。

	設備・資機材の確認

	電気・水道、ガス等の状況を確認します。

敷地内に防災倉庫がある場合は、倉庫から必要な資機材を搬入します。また、施設の備品で借用可能なものがないか施設管理者に確認します。（資料7防災倉庫備蓄資機材一覧）

	施設・備品の確認
	備品等の使用にあたっては、施設管理者の許可を得ます。


５－２　受　付　
１　受付の準備
（１）建物の入り口付近に受付をつくり、受付係を決めて配置します。
（町内会ごとの受付係、ペット飼育者用受付係を決めて配置します。）
（２）受付は、混雑しないよう町内会ごと等でわけて、避難者カード（様式２）を並べます。
（３）ペットを連れて避難してきた方のために、ペット飼育者用受付を設け、ペット飼育者台帳（様式３）、ケージ札（資料９）を準備します。（ペット飼育者用の受付は一般受付とは離れた場所や屋外に配置することが好ましいです。）
（４）必要に応じて、DV（家庭内暴力）などの理由により、名前や住所を公表できない方のための避難者カードの記入スペースを確保します。（受付とは少し離れた場所が好ましいです。）







２　受付方法
《共通事項》
（１）避難者に避難者カード（様式２）を渡し、落ち着いたら集めることを伝えます。
（２）避難スペースへ誘導します。
《障がい者・高齢者の方》
避難者の状態に合わせた避難スペースへ誘導します。
（１）集団生活が可能な人
状態に応じて、必要な配慮のされたスペースへ案内します。
（２）集団生活が困難な人
空き部屋などを利用した福祉避難スペースへ案内します。
（３）避難所での生活が困難な人
いったん福祉避難スペースへ案内し、福祉避難所への移送について、災害対策本部へ相　

談します。
《DV（家庭内暴力）などの理由により名前や住所を公表できない方》
（１）他の方々の避難者カードとは分けて「非公表のもの」として保管します。
《ペット同行の方》
（１）受付での説明が終わったら、ペット飼育者用受付に案内します。
（２）ペット飼育者用受付で、ペット飼育者台帳（様式３）、ケージ札（資料９）を記入してもらいます。

（３）ペットスペースへペットを連れて行き、そばにケージ札を設置します。
３　受付後の対応
	避難者カードの回収
	世帯ごとに記入してもらった避難者カードを回収します。施設内避難者と屋外避難者のカードは分けて保管します。カード回収時に退所時、運営委員会または避難者情報管理班へ連絡するよう呼びかけます。また、張り紙等を活用し周知を図ります。

	避難者の把握
	回収された避難者カードは、避難者名簿として必要な食料や物資の算出、班編成のデータ等以後の対応の資料とするので綴っておきます。備考欄には特別な食料の要否（アレルギー、乳児、宗教的理由等）、医療関係での対応の要否、介助の要否、言語の違いや障がいによる通訳の要否等、特記事項を記入します。

	避難者の移送
	当避難所に避難者を受け入れることが困難なとき（人数超過等）には、災害対策本部へ報告して、受入可能な避難所の指示を受けます。また、市で対応が困難なときは、市災害対策本部が被災者の他地区（近隣の非被災地区もしくは小被災地区又は隣接県）への移送について、岐阜県災害対策本部へ要請します。移送方法については、県災害対策本部と市が協議の上決定し、実施します。


４　避難所開設の報告
	避難所開設の報告
	避難所開設の日時、場所、避難者数、被害及び避難状況等を、市災害対策本部へ報告します。（様式４を作成）
以後、避難所日報（様式６）により毎日避難所の状況を報告します。（可能な限りＦＡＸ使用。不能な場合、伝令による方策等を考えます。）

	屋外避難所開設の報告
	屋外の避難者、車中避難者がいる場合は、屋内避難所とは別に、屋外避難所として開設の報告をします。（様式４）
同様に、毎日（様式６）により避難所日報を報告します。


５　通信手段の確保
	通信手段の確認
	情報伝達に必要な電話等の点検確認を行います。（参考：ＮＴＴでは早期復旧作業のみならず、災害時に重要通信確保として災害用伝言ダイヤルや特設・臨時電話の設置、街頭公衆電話の開放、災害時優先電話等の対策が取られます。）

	災害時特設公衆電話の設置
	速やかに電話機の設置を行います。電話機の保管場所は施設管理者に確認します。（特設公衆電話一覧表：資料２）　

※この電話は発信専用の電話です。電話を受けることはできません。

	放送設備の点検・確認
	施設の放送設備の点検確認を行い、必要に応じてハンドマイク（校区防災倉庫に保管）を確保します。

	インターネットの活用
	可能であれば、施設のパソコンのネットワークを活用します。


５－３　組織づくり
応急的な対応が落ち着いてきた段階で、避難所の運営にあたる運営組織を立ち上げます。避難所を立ち上げたら速やかに組織づくりに取り組むのが理想ですが、実際の災害時の混乱した状態では組織づくりまでに１～２日かかることもあります。遅くとも地震発生後２日目までに、避難所運営を避難者による自主運営管理体制に移行できるようにしましょう。
	【発災直後】

避難者・施設管理者・市職員が協力します。
	地震発生直後は、避難者の誘導、避難者の受入れ、利用できる設備の確認、避難スペースの設置など、避難者、施設管理者、市職員が協力します。

	【状況が落ち着き次第、
おそくとも発災後１～２日】

避難所運営組織を立上げます。
	できるだけ早く、避難者による避難所運営組織を立ち上げましょう。（P.２１参照）施設敷地内の屋外避難者も、代表者を決めて運営組織に加わりましょう。
避難所運営組織を立上げ、給水・給食、日用品等の必要数の把握及び配布、情報の収集・伝達といった業務を専門に行う班を編成することで、避難所生活が円滑に行えるようになります。班の編成は、避難者を中心に行い、代表者を選出しましょう。
ア　班の編成
避難所運営を円滑に進めるため、十分機能を果たすことができる体制を組むことが必要です。各班の班編成のアドバイスを参考にしながら、班を編成しましょう。組織的に機能させるため、各班のメンバーは居住の地区(町内会等)ごとにメンバーが入るようにするなど、工夫しましょう。
イ　班の代表者
    避難所内における生活を営む上でトラブルの発生を防止するために、それぞれの班に代表を置きます。なお、当該代表者が不在の場合を考え、代理の者（副代表者）を選出します。
※運営組織には、多様な立場の代表の参画が望まれます。（女性や介護・介助が必要な人、障がい者、乳幼児がいる家庭の人、ＰＴＡ、中学生・高校生、外国人（居住者が多い場合）など） 



避難所は、災害が大きくなれば、ライフラインの復旧から仮設住宅等住居の確保等に時間を要しますが、短期間の緊急避難が基本であり、また、避難者が１日も早く自立していくことが理想です。
避難所運営組織の役割
　以下は各班の代表的な業務です。班の構成や業務内容、従事者数等は各避難所の状況に応じて臨機応変に対応してください。

1 避難所の運営は、避難者自らが避難所運営組織を設置し、避難所共通ルールを基本に自主的に運営する。

2 運営組織は、運営本部長、副本部長、班長、班員で構成し、避難者の中から選出する。市職員、施設管理者は、運営支援を行う。

3 運営組織のメンバーは、性別に偏りがないように選任する。

4 ボランティアは原則として組織の構成員としないが、長期にわたり活動するボランティアについては、運営会議で同意を得て構成員とする。

5 運営会議は、毎日定時に、定例的に開催する。会議のメンバーは、運営本部長、副部長、各班の班長、施設管理者で開催する。
6 運営会議では避難所の運営について意見交換し、必要事項を協議、決定する。
7 運営班の班員は、地域ごとの代表者で編成し、その役割の負担の公平性を考慮して、適宜交代する。

8 避難者は、町内会等の地区ごとにグループを組織し、避難所生活を少しでも過ごしやすくするため、避難所共通ルールに基づき、自主的に避難所の運営に積極的に参加する。

【避難所運営の組織図】


	総務班
	１　避難所運営本部会議の運営
２　避難所運営の記録
３　生活ルールの作成、見直し
４　レイアウトの変更
５　避難所の全体把握


《一番はじめにやること》
	１　避難者数の把握
	※避難者管理班と連携し、避難者数を把握する。


《毎日やること》
	１　避難所運営本部会議の運営
1 運営会議の準備・開催
2 市災害対策本部との連絡調整
3 報告や要望を災害対策本部に伝える。
	※会議の内容を会議録にまとめる。
※各班からの報告や要望は、総務班がまとめて
市災害対策本部へ伝える。

	２　避難所運営の記録
1 避難所日報の作成及び市災害対策本部への報告
	※様式６避難所日報


《必要に応じてやること》
	１　生活ルールの作成、見直し
1 避難所生活のルールの作成
2 避難所生活のルールの見直し
	※資料１避難所共通ルール（例）

	２　レイアウトの変更
1 時間経過、ニーズ変化に応じたレイアウトの変更
	※日を追って変化する避難者の状況に合わせ
て、適宜レイアウトの見直しをする。

	３　避難所の全体把握
1 避難所内のニーズ把握
2 相談スペースの設置
	※相談窓口や意見箱の設置等で、避難所運営
等に関する意見や要望を受け付け、運営会議
で話し合う。


	避難者管理班
	１　避難者名簿の管理
２　問い合わせへの対応
３　郵便物、宅配便の取次ぎ


【班編成のアドバイス】

敷地内の車中避難者の代表者も選任し、連携を図りましょう。
《一番はじめにやること》
	１　避難者数の把握

	※まずは、避難者が何人集まっているのか、おおまかな人数を把握する。（屋外避難者も含める。）

	２　避難者名簿の作成
1 避難者名簿の作成
2 帰宅困難者名簿の作成
3 ペット飼育者台帳の作成
	※受付で配布した避難者カード（様式２）を回収し、避難者名簿を作成する。
屋外避難者、在宅避難者、帰宅困難者等で名
簿をわけて作成する。
※様式３ペット飼育者台帳


《毎日やること》
	１　避難者名簿の管理
1 避難者名簿の管理
2 運営本部会議への避難者数の報告
3 入所者、退所者、外泊者、帰宅困難者の管理
4 帰宅困難者名簿の管理
5 ペット飼育者台帳の管理
	※退出者、新たな入所者を正確に把握する。
※退出者を確実に把握するため、入所時に退所時の報告について必ず説明するとともに、貼紙等も活用し、退所時の連絡について周知を図る。


	２　問い合わせへの対応
1 安否確認への対応
2 来訪者への対応
	※避難者本人の同意のない情報は公表しない。
※特に、DV（家庭内暴力）など特別な事情により避難者名の公表を不可としている方の情報は公表しない。

	３　郵便物、宅配便の取次ぎ
1 郵便局員、宅配業者への対応
2 郵便物発送への対応
	※避難所総合受付に設置される郵便差出箱の管理及び郵便局社員との連絡調整。
※避難所に届いた郵便や宅配便の受け取り及び避難者への配布。


	情報班
	１　避難所内外の情報収集
２　避難所内外への情報発信（広報）
３　取材への対応


【班編成のアドバイス】

· 避難所に常駐できる人を選任しましょう。
· 各種情報媒体からの情報収集ができる人を選任しましょう。
《一番はじめにやること》
	１　通信手段の確保
1 特設公衆電話の設置
2 ネット環境設備の確認
	※特設公衆電話の設置場所は、各施設管理者に確認する。


《毎日やること》
	１　避難所内外の情報収集
1 災害対策本部からの情報収集
2 関係機関連絡先一覧表の作成
3 他の避難所との情報交換
4 マスコミからの情報収集
	※避難所を中心とした、地域の被害状況や復旧情報を収集する。収集した情報は、時刻と発信元を明記した上で、総務班を通じて市災害対策本部へ報告する。

	２　避難所内外への情報発信（広報）
1 避難所内での情報伝達
2 掲示板に掲載する情報の管理
3 行政への情報発信
4 地域の情報拠点としての役割

	※避難所入口付近に、固定の掲示板があれば利用し、無い場合、不足する場合は、ホワイトボードや大きな段ボールを壁に張るなどして掲示板を作成する。
※収集した情報は、時刻と発信元を明らかにしたうえで、掲示板や施設内放送を通じて避難者に伝える。
※要配慮者への配慮を考慮した掲示をする。


《必要に応じてやること》
	１　取材への対応
1 取材等への方針決定
2 取材等への対応
	※マスコミ対応については原則避難所では受け付けず、災害対策本部に行ってもらうようにする。


≪掲示板に掲載する情報の例≫
◆最新情報（当日入った情報）
◆県、市町村対策本部からのお知らせ（り災証明書の発行、仮設住宅の入居案内等）
◆避難所運営情報（避難所の生活ルール、避難所の平面図）、タイムスケジュール等
◆生活情報（入浴、給水車、ライフラインの復旧状況等）
◆相談所の開設情報（医師、保健師等の派遣情報）、近隣商店、入浴施設、病院等の営業情報
	食料・物資班
	１　食料、物資の調達
２　食料、物資の受入れ
３　食料の管理、配給
４　物資の管理、配給
５　炊出し


【班編成のアドバイス】

女性も選任し、女性用物資の配布に配慮するほか、ニーズの把握に努めましょう。
【活動内容へのアドバイス】
■食中毒の発生を予防するため、食糧全般の取扱いを衛生的に行うため、手洗い、うがいを徹底しましょう。
■調理をする場所は、なるべく洗濯、掃除、洗面に使う場所と分けましょう。
■物資の受け入れ作業は重労働となりますので、避難者やボランティアに協力を呼びかけましょう。
《一番はじめにやること》
	１　備蓄食料の確認
	※避難所の防災倉庫の非常食の確認。（サバイバルフーズ）

	２　避難者数把握、食料・物資の
必要数把握
	※食料・物資の必要数を把握し、総務班を通じて市災害対策本部へ要請する。
食料・物資の要請においては、要配慮者（高齢者への医療・介護用品や、乳幼児のいる世帯への乳児用液体ミルク及び粉ミルク、食物アレルギーのある方へのアレルギー対応食等）や車両避難者等の避難所以外の避難者のニーズを聞き取り、要請する。


《毎日やること》
	１　食料の管理、配給
1 食料の種類、在庫数の把握
2 食料の保管、管理
3 食料配布窓口の設置
4 食料の配給
	※食料や物資の配給は、屋外避難者、車中避難者、在宅避難者といった避難所外の避難者も対象になる。
※P.10～の要配慮者への配慮を参考に、高齢者や乳幼児等のニーズを把握し、総務班を通じて市災害対策本部へ要望を出す。

	２　物資の管理、配給
1 物資の種類、在庫数の把握
2 物資配布窓口の設置
3 物資の配給
4 不要物資への対応
	※物品受払簿（様式７）で在庫の管理を行う。
※P.10～の要配慮者への配慮を参考に、高齢者のみの世帯など、長時間物資の配布に並ぶことが困難な方にも物資が行きわたるよう、考慮する。


	施設管理班
	１　避難所の設備の確認
２　危険箇所への対応
２　防火、防犯
３　避難所の環境改善への対応


【班編成のアドバイス】

女性専用スペースへの巡回をするため、女性も選任しましょう。
《一番はじめにやること》
	１　使える設備の確認
1 電気・ガス・水道が使えるかの確認
2 水道が使えない場合、雨水やプールなど使える水がないかを確認
3 使えない設備を総務班に伝え、災害対策本部へ報告する。
	

	２　トイレの確保
1 トイレの使用可能状況の調査、周知
2 トイレ用水の確保と工夫
3 仮設トイレの設置
	※資料４トイレの確保について
※ノロウイルス等の感染症だけでなく、トイレの敬遠による健康被害を防ぐうえでも、トイレ環境の早急な整備を行う必要がある。


《毎日やること》
	１　防火、防犯
1 防火対策
2 防犯対策
3 飲酒・喫煙への対応
4 避難者間のトラブルへの対応
	※巡回などにより防犯・防火に努める。女性や子どもは人目につかないところへ一人で行かないように注意喚起を行う。
※建物内の火気厳禁を徹底する。


《必要に応じてやること》
	１　避難所の環境改善への対応
1 避難所の環境改善等

	※定期的に確認する。余震などにより新たに危険箇所が発生した場合は、立入禁止にするとともに、総務班を通じて市災害対策本部へ報告する。


	保健衛生班
	１　避難者等の健康管理、避難所の衛生管理
２　水の確保、管理
３　清掃、ゴミ処理への対応
４　ペット管理への対応


【班編成のアドバイス】

可能であれば、医師や保健師等、専門的知識を有する人を含めましょう。
【活動内容へのアドバイス】

感染症対策についての留意点は、「多治見市避難所開設･運営の手引き「新型コロナウイルス感染症対策編」（令和４年７月）」を参考としてください。
《一番はじめにやること》
	１　水の確保
	飲食用、手洗い・洗顔・食器洗い用、トイレ・
清掃用、入浴・洗濯用の水を分けて確保する。


《毎日やること》
	１　避難者の健康管理
1 救護所、医療機関の情報把握
2 医務室の設置、医薬品等の確保
3 病人、怪我人への対応
4 保健衛生支援対応窓口の設置
5 避難者の健康状態の把握
6 避難者のこころのケア対策
7 熱中症対策
8 エコノミークラス症候群の対策
	※資料５避難者の健康管理
※健康、こころのケア対策には、市の保健センター班が協力する。


	２　衛生管理
1 手洗いの管理
2 施設内の消毒等の実施
3 食品の衛生管理の徹底
4 感染症の予防
	※感染症を予防するため、流水による手洗いを励行する。水道が使用できない場合は、アルコール消毒による手指消毒を行う。
※手拭き用のペーパータオル等を設置し、タオルは共用しない。
※消毒液、マスク、トイレットペーパー、ペーパータオルの在庫状況を把握し、早めに食料・物資班に補充を依頼する。

	３　清掃、ゴミ処理への対応
1 居室部分の清掃の徹底
2 共有部分の清掃の徹底
3 ゴミ集積所の設置
4 ゴミ分別収集の徹底
	※個別スペースは各個人で清掃、トイレ等の共有スペースは、避難者全体で当番表を作成し、清掃とドアノブ等の消毒を実施することで、感染症の予防に努める。
※ゴミは分別を徹底し、集積所へ収集する。集積所は、生活場所から離れた場所を選定する。

	４　トイレの衛生管理
1 トイレの衛生管理
	

	５　ペット管理への対応
1 飼育スペースの設置、ルールの作成
2 他の支援団体の情報収集、支援要請
	※アレルギー等に配慮し、ペットは屋外で飼育することとし、その他避難所の方針は運営会議で協議する。（資料8飼育ルール）


	要配慮者支援班
	１　要配慮者の支援
２　女性、子どもの安心、安全の確保


【班編成のアドバイス】

対応にあたっては、専門の資格を持った人（看護師、介護士、手話、外国語など）を募り、活動に加わってもらいましょう。避難所内で専門の資格を持った人の確保が難しい場合は、ボランティア班と連携し、ボランティアの派遣要請をしてください。
《一番はじめにやること》
	１　要配慮者の把握、スペースの確保
1 要配慮者の避難状況の把握
2 要配慮者のニーズに合わせた生活スペースの確保
	※避難者管理班と連携し、要配慮者を把握する。
※Ｐ.10～の配慮事項を参考に、要配慮者の生活スペースを確保する。

	２　女性専用スペースの確保
女性用更衣室、授乳スペース、洗濯スペースの確保
	※P.10～の配慮事項を参考にスペースを確保する。


《毎日やること》
	１　要配慮者の支援
1 避難所における要配慮者のニーズの把握
2 要配慮者の相談窓口の設置
	※相談窓口を設置したり、把握している要配慮者の情報をもとに、聞き取りを行い、要望を把握し、必要に応じて運営会議や市災害対策本部へ報告する。


《必要に応じてやること》
	１　子どもの安心の確保
子どもが遊べるスペースの設置
（屋外も可）
	※被災体験、避難所生活は子どもに大きなダ
メージを与えるため、子どもたちが「思いっきり声を出す」「体を動かす」ことのできる場所を作る。

	２　要配慮者の福祉避難所等への
移送の補助
	※一般の避難所での生活が困難な高齢者や障がいのある方は、福祉避難所や医療機関への移送を考慮する。





	ボランティア班
	１　ボランティアの派遣要請
２　ボランティアの受入れ


《毎日やること》
	１　ボランティアニーズの把握

	※避難者や避難所運営会議の中で、どこで、
どんな作業を手伝ってほしいか、ボランティアのニーズを把握する。


《必要に応じてやること》
	１　ボランティアの派遣要請
1 ボランティアセンターへのボランティア派遣要請
	※人手が不足して避難所の運営に支障があったり、専門的な分野の支援が必要と判断される場合は、ボランティアの派遣を要請します。
※ボランティアの要請は直接ボランティアセンターに連絡する。

	２　ボランティアの受入れ
1 ボランティア受付窓口の設置
2 ボランティアの受入れ
	※派遣されてくるボランティアの受付を行い、ボランティア受付表（様式５）を作成して管理し、作業内容などについて指示を出す。

	３　ボランティアセンターの案内
	※避難者や地域住民から自宅での作業についてボランティアのニーズがあった場合は、本人から直接ボランティアセンターに依頼するよう案内する。


《ボランティアの受入れについて》
必要に応じて災害発生から１～３日で多治見市社会福祉協議会が、災害救援ボラン
ティアセンターを立ち上げます。ボランティアの派遣については、災害救援ボランティアセンターに依頼します。
	避難所
	
	
	
	
	

	ボランティアセンター
	
	
	
	
	

	ボランティア
	
	

	
	
	



７－１　分散避難者への対応
自宅の災害リスクに応じて、親戚・知人宅、ホテル・旅館、あるいは自宅での垂直避難など、多様な避難先への避難が想定されます。これらの分散避難者に対しても、避難所が情報発信・収集の場所となること、必要な物資を受け取りに来る場所となること等を踏まえ、適切に対応することが必要です。
７－２　車両避難者（車中泊者）への対応
平成28年の熊本地震では車両避難者（車中泊者）に伴う災害関連死が発生し、令和２年９月の台風第10号の九州接近時には、避難所での感染を恐れ車両避難が発生しました。
車両避難は推奨しませんが、車両避難が発生することを想定し、駐車スペースの事前想定や健康管理等を行う必要があります。

８－１　相談体制の確立
　　　避難者の不安、疑問、不満等に、個別に相談できる相談窓口を設置し、ストレスの軽減に努めます。
　　　
８－２　避難所の統廃合
　　　避難所は、短期の緊急避難が基本です。避難所の設置期間が長期にわたる場合、施設も本来の目的で使用できないなど、問題が生じてきます。市災害対策本部は、避難所運営組織と協議し、段階的に避難所を縮小・統合などをして、閉鎖に向けて取り組みます。　

避難所を退所した人のスペースを、残っている避難者で分けるのではなく、その分避難所を縮小し、また、避難者が少なくなってきたら他の避難所との統合を行います。
　
避難所のさらなる長期化を防ぐため、避難者の置かれている現状を明確に把握します。避難所の縮小・統合又は閉鎖のために障害になる問題点は何か等の調査を行いながら、個別相談等を実施します。

仮設住宅や市営住宅への避難者の居住スペースの確保等を行います。障がい者等については、福祉避難所等への避難を検討します。

９－１　閉鎖に向けての準備

　　市災害対策本部は、地域のライフラインが復旧し、本来の生活再開可能と判断される時期をめどに、次のとおり避難所閉鎖に向けての準備を行います。

1 避難者数を把握して避難所の閉鎖を決定します。

2 仮設住宅の建設・入居、生活環境の復旧状況を基本に長期避難者数を把握し、長期避難所の開設を決定します。

3 長期避難所の開設について避難者に周知し、協力を求めます。

4 住居をなくした人に対する住宅相談、融資相談等を実施します。

　　閉鎖の決定、長期避難所への移行準備を行います。
1 閉鎖の時期、撤収準備について、避難者へ説明・周知します。
2 移動にあたり必要となる車両、人員を確保します。
3 長期避難所の受入れ体制を整備します。

９－２　閉鎖

　　市災害対策本部は、避難所の撤収を次のとおり行います。

(1) 長期避難所への移行は、避難者と協力して行います。
(2) 余剰物資等の回収、ごみ等の収集を行います。
(3) 避難所管理に使用した記録、台帳等を回収します。
(4) 避難所運営組織は、避難所閉鎖の日に解散します。
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	避難所となる施設を管理している団体の長。学校であれば、学校長、公民館その他の施設であれば館長となります。
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	避難所ではなく、車中で生活する避難者のことです。避難所に比べてプライベートが確保されやすいというメリットがありますが、運動不足等が原因でエコノミークラス症候群等を発症する可能性があり、注意が必要です。
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	大規模災害により多治見市が避難所を開設した場合に、自主防災組織、地域住民、避難者を主体として自主的に避難所を運営していくための組織です。多治見市と連携して円滑に避難所運営を進めるため、避難所が開設されたらできるだけ速やかに組織する必要があります。
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	特別な介助を必要とするため、避難所では生活が困難な方が避難するための避難所です。多治見市は市内の福祉施設４７施設と協定を締結し、大規模災害時に必要に応じて福祉避難所として協力を要請します。
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	多治見市では、市内１９１箇所に防災行政無線屋外拡声子局（スピーカー）を設置し、市役所や消防本部からの災害時の連絡や、区及び町内会等からのお知らせを放送します。
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【風水害】


指定避難所･･･････････83ヵ所


指定緊急避難場所･････54ヵ所


【地　震】


指定避難所･･･････････45ヵ所


指定緊急避難場所･････64ヵ所








１　はじめに








①　災害によって被害を受けた方、避難が必要な方





家屋の損壊によって自宅では生活できない方


避難指示等が発令された地域にお住まいの方などの避難が必要な方











②　在宅被災者・屋外避難者等





自宅の被害は無いものの、ライフラインの停止等により自宅で食事・水・トイレの確保ができない方


避難所に入れないため屋外で避難している方








③　観光客等の外来者や帰宅困難者





身の安全の確保・初期消火


安否確認などの自助・共助


⇒身の安全を確保できる場所や市が指定する指定緊急避難場所へ


（地震の場合、必ず屋外に避難）











発災





施設利用者の


安全確保（屋外へ誘導）、情報の収集、施設の被災状況の確認











発災後～３時間後


避難者・施設管理者・市職員が協力





可能な方は積極的に避難所の開設・受付に協力してください。





自宅の被害がない


場合⇒自宅へ


自宅が被害を受けた


場合⇒指定避難所へ





１日後～


避難生活


避難者の主体的な運営





施設の安全が確認できるまでは、避難してきた人に屋外で待機してもらいます。





情報収集


テレビ・ラジオ・防災行政無線


緊急メール・防災アプリ











受付・入所





避難所運営組織の立ち上げ


（P.２０～２１）





運営会議の開催


（P.２１）











      各班による活動の実施


（P.２２～３０）





避難者の受入れ（P.1８）























指定避難所へ参集





避難所開設準備


（P.１６～１７）





市災害対策本部への報告（P.1９）





多くの人が受付に殺到することが想定されます。


スムーズに受付をして、居住スペースに案内しましょう。





避難所開設





開錠


（P.１６）





広報





協力依頼














避難所運営支援





各種対応の支援








施設の安全確認後、


避難所開設決定





避難所候補施設の管理者へ連絡、職員を派遣し安全確認開始








■避難所の状況把握


■物資の供給


■人的支援


　（医療、相談窓口等）


■福祉避難所の開設依頼


■避難所閉鎖の決定








職員参集


情報収集











災害対策本部立上げ





２　事前対策








✐　　メモメモ
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３　避難所開設・運営の基本方針








災害が発生しても、最低３日、可能であれば１週間は過ごせるだけの水や食料を各家庭で備蓄しておきましょう。








４　要配慮者等への配慮事項








５　避難所開設
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⇒ P.1５





⇒ P.1８





⇒ P.２０








⇒ P.2２











防災行政無線


（無料音声ガイダンス⇒0120-31１-714※２４時間以内の広報の内容が再生されます。）


防災アプリ


多治見市緊急メール（� HYPERLINK "mailto:t-tajimi@sg-m.jp" �t-tajimi@sg-m.jp�に空メールを送信して登録できます。）


コミュニティＦＭ放送（７６．３ＭＨｚ）


おりべチャンネル文字テロップ放送


聴覚障がい者専用ＦＡＸ


多治見市ホームページ（http://www.tajimi.city.lg.jp）


※必要に応じて広報車や自治会長へ直接の連絡をする場合もあります。








避難者カード　様式２





ケージ札　資料９





ペット飼育者台帳　様式３





以外の方


△△町内会


○○町内会





ペット


飼育者用受付





△△町内会





○○町内会





受 付





�





６　避難所活動班の業務








福祉避難所への避難の流れ























③スタッフの配置など施設側の受入態勢が整ったら対象者を搬送。（原則搬送は一緒に避難する家族が行います。）





②一般の避難所において、市職員が障がいの種類・程度に応じて、福祉避難所への受け入れを調整します。





①身の安全確保最優先に、まずは一般の避難所に避難





ボランティアニーズの把握・要請





・受入れ


・受付表作成様式５


・ボランティアへの指示





マッチング





要請





活動報告を受け、依頼内容の「完了」「継続」を確認」」





（再要請）





ボランティア登録





現地での活動





活動報告





７　避難所以外への避難者の対応








８　長期化への対応








避難所の縮小、統合





�





�





② 避難者の現状把握











③ その他





９　避難所の閉鎖








１０　用語解説












